
『製品安全ワークブック』指導の手引き

製品安全に関する授業に取り組んでいただくために

家庭や学校などの日常生活では数多くの製品が使われており、生活が豊かになった反面、製品に起因す

る事故や消費者の誤使用による事故が発生しています。日々の生活で用いる製品の安全性を実質的に確

保していくためには、事業者による安全な製品の製造・販売や事故情報の提供等の取り組み、行政による安

全性確保のための法整備等の取り組み、消費者による製品の合理的な選択や使用など、事業者・行政・消

費者それぞれが適切にその役割を果たしていくことが不可欠となっています。

「製品安全ワ-クブック」は、最近の製品事故の動向を踏まえ、製品安全に関する学校（中学校）向けの教

材として、技術・家庭科の授業で活用されることを目的として作成されたものです。そのため、生活に必要な

基礎的技術を習得する観点から、生徒に身近な製品、特に電気製品を取り上げ、事故を防ぐためのポイント、

製品の利用や製作にあたって気をつけたいことなどを盛り込んでいます。

本副読本の作成にあたっては、製品技術に関する専門家や技術科の教員、消費者教育・製品安全教育に

携わってきた有識者らで構成した委員会で内容を検討いたしました。本書を手にされた先生方には、是非と

も、授業実践のご報告や本教材に関するご意見・ご感想をお寄せ頂きたく、よろしくお願い申し上げます。

製品安全副読本作成委員会

委員長 西村 隆男

目 次

１.副読本の内容と課題の解説 ………………………………………………………………………………………………… p.2

２.副読本を利用した学習指導案

（1）「電気スタンドの製作J（18時間取扱い） ……………………………………………………………………………… p.10

（2） 「電気製品の安全な利用J（3時間取扱い）………………………………………………………………………… p.12

（3） 「電気製品の安全な利用J（1時間取扱い）………………………………………………………………………… p.15



1．副読本の内容と課題の解説

Mission① 君は危険を予想できるかな?－製品安全認識度チェック！（副読本p.2～p.3）

◆家庭内のイラストにあるチェッヲポイントの危険な理由を答える。（※家の構造はデフォルメされています。）
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Check①
CDラジカセの電池が逆に入っている（逆装填されている）ので、液漏れ・発熱・破裂する
恐れがある。

Check② ヘアドライヤーのコードの接触が悪くなっている（半断線になっている）ので、過熱して
ショートする恐れがある。

Check③ 洗濯機のアース線がはずれているので、感電する危険がある。

Check④ テーブルタップにたくさんの電源プラグが差し込まれている（たこ足配線になっている）
ので、過熱して発火する恐れがある。（→許容電流）

Check⑤ ストーブの近くに洗濯物やスプレー缶があるので、引火・爆発する危険がある。

Check⑥ 古い（92年製）テレビを使っているので、壊れる（発火する）恐れがある。（→経年劣化）

その他
プラヴにほこりがたまっているので、出火する危険がある。（→トラッキング現象）

コードの扱い方が適切でない（釘で固定、コードを巻いたまま利用。
棚で踏んでいる、ドアに挟んでいる）ので、過熱して発火する恐れがある。
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Ｃｈｅｃｋ①

・電池に関する事故（電池の液漏れ・発火事故の事例）

・電池の種類とその特徴、電池の安全な使い方について

製品名（答え） 適した電池の種類

掛け時計、リモコン、
懐中電灯

マンガン乾電池

⇒小さな電力で長時間使用するものや、大きな電力で短時間使うものに適
している。

CDラジカセ アルカリ乾電池
⇒大きな電力が必要な機器のほか、マンガン乾電池の約2倍以上長く使え

るため、比較的長い時間使う用途に適している。（デジタルカメラ、ヘッドホ
ンステレオ、モーターを使うおもちゃなど）

携帯電話 リチウムイオン電池
⇒繰り返し使える充電式の電池（二次電池）。
電圧が3.7Vと、ニッケル水素電池の約3倍の電圧で、軽くて大きな電力を

持つており、モバイル機器に適している。（ノートパソコン、ビデオカメラ、デ
ジタルカメラなど）

3

Mission② 製品事故の事故から学ぼう （副読本p.4～p.8）

課題（1） 電池を使っていると思われる製品を「危険マップ」から探し、適した電池の種類を答える。

※このほかに、乾電池（一次電池）にはリチウム電池（円筒形、コイン形）やアルカリボタン電池、充電式電池（二次電池）では
ニカド電池、ニッケル水素電池などがある。
（参考）（一社）電池工業会http://www.baj.or.jp/

課題（2） アルカリ電池の液漏れが起きたときの対処法を答える。

漏れ出した液体はアルカリ性の薬品なので、触ると皮膚障害を起こしたり、目に入ると失明の危険性がある

ので、触った手で目をこすらない。体や衣服に付着したり、目に入った時には、きれいな水でよく洗い、すくに

医師に診てもらうようにする。

（補足）逆装填による液漏れ・破裂について

逆装填とは、電池のプラス極端子、マイナス極端子を使用機器の指示とは逆に入れること。特に、3個以上

の直列使用の場合、逆に入れた電池が他の電池によって充電され、電池内部にガスが異常発生して内圧が

高まり液漏れ、破損、破裂を起こす危険性がある。充電式電池は、発生するガスを内部で吸収できる仕組み

になっている上に安全弁を装備しているので、液漏れは起きにくい。

このほか、電池の寿命がきているのに更に連続して作動状態で放置していると過放電状態（=機器を作動さ

せることができる電圧以下まで、過度に放電された状態）となり、ガスが発生して内圧が高まり、電解液が押

し出されて液漏れが発生することもある。



4

Ｃｈｅｃｋ② コードの断線による事故（過熱・発熱事例）

課題（1） コードの扱いやコンセントで危ないと思われるところを「危険マップ」から探して答える。

⇒プラゲにほこりがたまっているので、出火する危険がある。（→トラッキング現象※）

⇒コードの扱い方が適切でない（釘で固定、コードを巻いたまま利用、棚で踏んでいる、ドアに

挟んでいる）ので、（電気容量が小さくなったり、半断線することにより）過熱・ショー卜する恐

れがある。

※ 「トラッキング現象」とは、コンセントに差し込んだ電源プラグの周辺に付着した綿ぼこりや湿気などによ
り、プラグの刃の間に電流が流れ、火花放電を繰り返して炭化し導電化され出火する現象をいう。
※コードを釘やとめ金具で固定すると、ビニル被覆を傷つけたり、コードが燃えた時に素早く取りはずせな
いことが生じるため、配線工事は電気工事士に依頼する。

Ｃｈｅｃｋ③ 漏電・感電による事故

課題（1） アース線がつけられている製品を「危険マップ」から探して確認する。

キッチン ⇒冷蔵庫、電子レンジ、食器洗い機

居間 ⇒エアコン

水周り ⇒洗濯機、温水暖房便座

※マップでは、必ずしもアース線が見えているとは限らない。アース線（緑の線が多いが、コンセントと一体
化したものもある）がつけられているものの特徴（=水周りで使ったり、消費電力が高いもの）を確認してお
きたい。

（補足）

配線や電気製品は感電防止のため絶縁体を使用しているが、温度・湿気・汚れ等で絶縁性能が変化するこ

とがある。また、経年劣化により本来流れない場所に電気が流れたり、電気製品の取付け不良や配線の接

続誤りなどで漏電していることもある。このような製品に触れると感電する恐れがあるため、事前に漏電電流

の流れ道として「アース線（接地線）」が必要となる。感電の防止には、アース線の取り付けのほか、漏電した

ときに電気を遮断する「漏電遮断器」の取付けも必要である。
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漏電遮断器：屋内の配線や電気製品で漏電があると感知して、電気の供給を自動的に切る仕組みの安

全装置。

ブレーカー ：定格電流以上に電気を使い過ぎたり、配線や器具がショー卜したとき、電気を自動的に遮断

する機能をもった装置。

分 電 盤 ：家庭に供給される電気の回路を分岐させ、屋内配線の不具合から生じる感電や火災を未然

に防ぐためのブレーカーと漏電遮断器が収められている。
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課題（2） アースの絵表示を確認し、電気製品に表示されているその他のマークを調べる。
→Mission4（製品のマーク・表示調べ）

Ｃｈｅｃｋ④ 過電流による事故

課題（1） コンセントや電源プラグにある定格表示を確認する。

※コンセントには、アース線を取り付けることができるものもあり、アースの表示がされている。
カバーをはずして金具・ネジで固定する。

（補足）

テーブルタップに記載された定格表示（12Aの時は1,200W、15Aの時は1,500W）を確認して、使用する電気製

品の消費電力の合計数が、許容電流を超えないように注意する。1つのコンセントから使える電気製品は、

100Vの場合1,500W （15A）まで。差し込み口が2つある場合は、2口あわせて15Aまでである。電子レンジや冷

蔵庫、クーラーなどの消費電力が高い電気製品は、テーブルタップを使用しないで、直接コンセントからとる

のが望ましい。

※家庭用の電源コンセントの場合、15A・125V（100V用）または20A・250V（200V用、エアコン用）が見られる。
PSEマーク（新・旧）やJISマーク、コンセントの穴の大きさの違い（通常左側の長い方がアース）などについ
て確認してもよい。

● 許容電流に関するワーク

（補足）

消費電力と定格値を区別すること。また、電子レンジの消費電力（1,000W、1,200Wなど）と電波の強さを表わ

す高周波出力電力（500W、600Wなど）を誤認しないようにする。

Ｃｈｅｃｋ⑤ 電気製品による可燃物の過熱・発火事故

課題（1） 電気製品の近くに発火しそうなものを置いていないか「危険マップ」から探して確認する。

居間 ⇒電気ストーブの近くに洗濯物が干してある。スプレー缶が放置してある。

※電気コタツで洗濯物をあたためて乾かすのも危険である。キッチンでは、布巾などが油に引火しないよう
に注意する。

課題（2） 電気スタンドを製作するときの注意点→学習指導計画の頁（p.10）を参照のこと

（補足）

自作の製品に品質表示をさせて、使用上の注意を喚起することも有効である。家庭用品品質表示法の頁

（p.8）を参照のこと。
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Ｃｈｅｃｋ⑥ 製品の経年劣化事故

（補足）

製品を長期間使用し続けると、材料の絶縁性能低下、部品の摩耗、金属疲労、はんだのひび割れ等の経

年劣化が発生し、発煙したり発火したりする可能性が出てくる。製造された時に安全な製品が、現時点でも安

全であるかは、常に確認することが必要とされる。人間に定期的な健康診断が必要なように、製品にも定期

点検が必要である。チェックリストを使用して製品の状態を確認することで、日頃から製品の経年劣化につい

て注意を払えるようにする。

経年劣化による製品事故を防ぐことを目的とした制度として、消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品

安全点検制度と長期使用製品安全表示制度がある。

「長期使用製品安全点検制度」は使用者による保守が難しく、経年劣化により火災や死亡事故など重大事故

が発生するおそれがある電気、ガス、石油を使用する設置式の以下の9品目を対象とする制度である。

・ビルトイン式電気食器洗機 ・浴室用電気乾燥機 ・石油給湯器 ・石油ふろがま

・FF式石油温風暖房器 ・屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガス用／プロパンガス用）

・屋内式ガスふろがま（都市ガス用／プロパンガス用）

これらの製品については、製品を安全に使用できるようにするため、機器を所有する人に点検や保守に関す

る情報を製造・輸入事業者から提供するとともに、点検実施体制の整備を製造・輸入事業者に求め、製品の

使用者に点検や保守の実施を適切に支援するための制度である。この制度に基づき、使用者は所有者情報

を製造・輸入事業者に提供することが必要とされます。製造・輸入事業者は、製品に製造年月・設計標準使

用期間・点検期間を表示し、使用者に対して点検期間を事前に案内します。使用者からの申し出により、製

造・輸入事業者は製品の点検を有償で実施する。

「長期使用製品安全表示制度」は、経年劣化による重大製品事故の発生率は高くはないものの、長期間にわ

たって使用されることが多い製品について、設計上の標準使用期間と、長期間の使用に伴う経年劣化による

リスクについて、注意喚起等の表示を行うことが、製造・輸入事業者に義務付けられている。この制度は、経

年劣化による製品事故発生の危険性について、使用者に注意喚起を行うことにより、使用者の適切な行動を

促すことを目的としている。対象となる製品は、以下の5品目である。

・扇風機 ・電気冷房機（エアコン） ・換気扇 ・電気洗濯機（洗濯乾燥機を除く）

・テレビジョン受信機（ブラウン管テレビに限る）

● 長期間使用されている家庭の電気製品をチェックしよう。

家庭で使用されている電気製品の使用期間を調査するとともに、チェックリストに従いチェックする。
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Mission③ 製品のリコールについて調べてみよう （副読本p.9）

課題（1） 電気製品の取り扱い説明書にある警告表示や絵表示について、身近な製品から探して確認する。

※できれば実物を教室に持ち込み、製品本体や取扱説明書などに表示されている警告表示や図記号を提
示（拡大）しながら確認をする。

課題（2） 製品を取り扱う際の注意、禁止、指示をあらわす絵表示（図記号）の意味の確認。

①－C ②－B ③－F ④－E ⑤－D ⑥－H ⑦－A ⑧－G

（解説）

警告絵表示には、3つの種類があり、①～③は注意マーク、④～⑥は禁止マーク、⑦～⑧は指示マークを

表している。

Mission④ 製品のマーク・表示を調べてみよう （副読本p.10）

（補足）

製品に問題があることがわかり、放置しておくと製品に起因する事故が発生する場合、製品の製造事業者

あるいは輸入事業者はリコールをしなければなりません。消費生活用製品安全法第38条において、製造・輸

入事業者によるリコール実施への努力義務や、販売事業者によるリコールへの協力努力義務等が規定され

ています。

事業者にとって、消費者に提供する製品が安全であることは基本的な責務であるといえます。しかし、製品

事故をゼロにすることは不可能です。したがって、事業者はリコールが必要な場合は、できるだけ迅速にリ

コールを実施することが必要です。製品の欠陥や事故の発生を隠匿したり、虚偽の情報を報告していると、そ

れが明るみにでたとき、事業者は社会的信用を失い、致命的なダメージを受けることになります。

迅速かつ的確にリコールを実施することは、製品の安全性を確保する上で、事業者にとっての重要や役割

であると言えます。また、使用者の立場としては、リコール情報に着目し、リコール製品を見つけたら製造事

業者等に連絡してリコールに協力することが必要とされます。
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課題（3） 安全基準に適合している製品につけられる「PSマーク」についての問い。

答え： ②

●「電気用品安全法」などの製品安全4法について

生命や身体に危害が及ぶ重大事故を引き起こす危険性のある製品について、国は事業者に対し、「電気用

品安全法」「消費生活用製品安全法」「ガス事業法」「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律」のいわゆる製品安全4法で規制をしている。「電気用品安全法」では、国が定めた技術上の基準に適

していることを証明するPSマークがない製品の販売を禁じており、特に危険や障害が発生する恐れの多いも

のについては、「特定電気用品」と定め、第三者機関による検査を義務づけている。

■製品の安全を図るための法律や制度 （副続本p.11）

（解説）

PSはProduct Safety （製品安全）の略で、①消費生活用製品（Consumer）②電気用品
（Electrical Appliance and Materials）③ガス（Town Gas Equipment and Appliances）④液
化石油ガス（LPG= Liquefied petroleum gas）を表している。それぞれ、製品安全に関す
る法律（いわゆる製品安全4法）でマークの表示が義務づけられている。危険度の高い
製品（特定製品、表示がなければ販売できない）にはひし形のマーク、特定製品以外に
は丸いマークがつけられている。

答え： ① （解説）

① はJIS（日本工業規格）マーク。工業標準化法に基づき表示されるマークで、平成17
年から制度の改定に伴い新しいマークになった。②はSTマーク。STマーク付きの玩具
の欠陥が原因で発生した対人事故、対物事故での賠償責任補償の共済制度。日本玩
具協会が運営。③はSGマーク。SGマーク付商品の欠陥が原因で人身事故が発生した
とき、賠償される制度。製品安全協会が運営。

課題（4） 製品の欠陥が原因で人的な損害が発生したときの賠償に関するマーク。

●家庭用品品質表示法

事業者に家庭用品の品質に関する適正な表示を義務づけた法律。消費者が購入する製品の品質について

正しく認識し、思いがけない損失を被ることがないようにするため、家庭用品のうち「電気機械器具」について

は、製品の寸法や構造、種類、消費電力、使用上の注意などの表示が義務づけられている。（電気機械器具

品質表示規定は、平成9年に告示・施行）

（例）「卓上スタンド用けい光灯器具（机等に取り付ける構造のものを除く）」の品質表示事項
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■製品安全に関する情報をさらに調べるためには （副続本・裏表紙）

（独）製品評価技術基盤機構 経済産業省所掌の消費生活用製品を対象に製品の事故情報を収集し、
調査・分析して、その結果を行政に提供・公表することにより、製品の安
全対策に必要な施策の充実と事故の未然・再発防止を図っている。経
済産業省の機関から2001年に独立行政法人となる。

（独）国民生活センター 国民生活センタ一法に基づき、1970年に特殊法人として設立され、2003

年より独立行政法人となる。消費生活相談や商品テスト、教育研修、生
活に関する調査研究を実施し、消費者被害の未然防止拡大防止を図っ
ている。

（一財）製品安全協会 消費生活用製品安全法に基づき、1973年に特別認可法人として設立さ
れ、2000年より財団法人となる。SGマーク制度の運用などの事業を行っ
ている。

（一財）家電製品協会 家電製品に関する安全性、製造物責任、省エネルギー・省資源対策な
どの諸問題を総合的に捉え、調査・研究と政策の立案、実施を行ってい
る。

●製造物責任法（ＰＬ法）

製品の欠陥によって生命、身体または財産に損害をうけた場合に、製造業者などに損害賠償責任があるこ

とを定めた法律（平成6年に施行）。ＰＬ法の制定により、製造業者などに「過失」がなくとも製品に「欠陥」があ

れば損害賠償責任を請求することができるようになった。この「欠陥」には、設計上の欠陥、製造上の欠陥、

表示上の欠陥がある。

●ＰＬセンター

製造物責任法（ＰＬ法）の施行に伴い、各産業界が製品分野ごとに裁判外紛争処理機関として設立した。製

品事故によりケガをしたり財産に被害が及んだ場合などの相談を受けたり、公平性・中立性に配慮し、専門

的知見を活かした紛争を処理する機関で、裁判制度より迅速・簡易に、また低額の費用で利用することがで

きる。

＜相談・紛争解決のフローチャート＞

消
費
者

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等

事
業
者

相 談

斡旋※1

調停※2

紛争解決（終了）

打切り、取下げ
訴訟申し立て

ＰＬセンター

※1斡旋：弁護士の協力のもとにＰＬセンターが消費者と企業の意見などの調整を行う。
※2調停：斡旋での調整が困難になった場合、法律専門家、消費者問題有識者、技術専門家で構成された調停
委員会により、中立・公正な立場で事業者と一般消費者との紛争解決のための和解案を作成し解決を目指す。



2．副読本を利用した学習指導案
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（1） 「電気スタンドの製作」（18時間取扱い）

（1 ）は副続本を分散して扱った指導計画例で、（2）・（3）は副続本を集中的に扱った指導案です。

「技術とものづくり」で行うエネルギーの変換を利用した製作品の設計・製作 ＜A（3）、（4）、（5）＞ 18時間

●題材名「電気スタンドの製作」

●製品の概要

木材（2X4材）で台座を作る。形状は自由に設計させ、支柱を取り付けるための穴（φ11・φ26）とACコードを
通す穴（φ11）を開けさせる。支柱は直径10mmのアルミパイプを使用し、上下にM10のネジを切り下部を台座
にナットで取り付け、上部にスイッチ付きの白熱電球のキーソケットをナットで取り付ける。笠（シェード）は針
金を溶接して作った骨の回りに紙を貼り、電球に被せる。

●安全な製品にするために以下の点については特に注意させる必要がある。

○笠の紙が電球に接触していないか。（過熱→発火の防止）

○キーソケット・支柱・台座に緩みはないか。（半断線・断線→ショートの防止）

○台座穴から出ているコード・コンセントプラグに傷・傷みはないか。芯線は露出していないか。

支柱の角でコードが傷つくような状態になっていないか。（半断線・断線→ショート感電の防止）
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学習指導計画（18時間）

指導内容 時間 学習活動 指導の工夫 副読本の利用

エネルギーの
利用

1 ○エネルギーって何だろう。

○エネルギーの種類や返還方法
について調べてみよう。

○エネルギーはどのように利用
されているのだろう。

○身近なエネルギー
の存在に気づかせ
る。

電気機器の
仕組み

1 ○電気機器はどのようにエネル
ギーを利用しているのだろう。
○製品を分類してみよう。

（電熱器具、照明器具、電動機、
その他）

○エネルギーの利用
形態を考えさせ、負
荷の種類により製
品を分類させる。

電気スタンドの
設計

2 ○電気スタンドの構造を調べて
みよう。

○電気スタンドの機能について
考えよう。

○図記号と回路図を使って電気
スタンドの設計をしよう。

○台座の形状を考えて設計図を
作ろう。

○実物を分解して接
続状態や方法を確
認させる。

○各部毎に、ワーク
シートと副読本を
使って設計上の注
意点を確認させる。

副読本p.5 P.7

・熱がこもり過熱され
る恐れがあるため、
安全の観点から笠
は上を塞がない。

部品加工・
組み立て

8
（2）
（2）
（1）

（1）

（1）

（1）

○台座の加工をしよう。
○支柱・ソケットの加工をしよう。

○電線の加工（被服を剥ぐ練習
→本番）をしよう。

○ソケットの配線（巻き付け接
続）と支柱へのソケットの取り
付け・通線をしよう。

○電源プラグの配線（圧着接続）
をしよう。
○笠（シェード）を作ろう。

○穴は先に開ける。

○穴の大きさ・深さに
注意させる。

○芯線を切らせない
ようにする。

副読本p.5 P.9

・芯線を切らせないよ
う指導する。

・延長コードを作ると
きなどには特に重
要である。

製品の
検査

2 ○なぜ検査が必要なのだろう。
○回路計で製品を検査しよう。

○電気スタンドに通電して状態を
観察してみよう。

○白熱電球の仕組みと特性を調
べてみよう。

○ショート実験・感電
実験を交え、体験
的に安全な製品作
りに努めさせる。

副読本p.5

・半断線・接触不良に
は、特に注意させる。

日常点検と
利用

2 ○日常の保守点検はどのように
行ったらよいのだろう。

○プラグや支柱の緩
みやガタつき、各部
の温度の上昇（変
化）など、各部毎に
ワークシートにまと
める。

副読本p.6～P.7
応用p.2～P.3

・製品利用の観点か
ら安全を考えさせる。

エネルギーと
生活

1 ○エネルギーの有効な利用につ
いて考えよう。

○どのような生活を心がけたらよ
いのだろう。

○省エネ（効率）、安
全の観点から日常
生活をふり返らせ
今度につなげる。



＜学習内容＞

① 身の回りの電気製品の取り扱い方や設置場所について、その安全性を考える。
② 電池の事故と、その適切な使用方法について学ぶ。

＜評価規準＞

家庭の電気製品の取り扱い方や設置場所の安全性について考えることができ、電池の安全な使用方法
を知ることができる。

＜授業展開＞

過程 学習活動（主な発問と予想される生徒の反応） 指導上の留意点・副読本のページ

導
入

○副読本を見ながらどこが危険か考えてみよう。
・Check3は、アース線が取り付けられていないの
で危険。
・Check4は、たこ足配線のし過ぎで危険。
・Check5は、ストーブの近くに法適物やスプレー缶
があるので危険。

※副読本p.2～3
○どこが危険か分からない場合、各Check項目に

ついて、生徒とやりとりをしながら説明を加えて
いく。
・Check1：電池の事故
・Check2：ヘアドライヤーコードの半断線による発

熱・発火事故
・Check6：経年劣化による事故

展
開

○Check項目以外でも危険なところはないか考え
てみよう。
・掃除機のコードがドアに挟まれており危険。
・差し込みプラグ部分の埃で発火する可能性。

○電池で危険な経験をしたことがあるか。
・電池が液漏れをしていた。

○実際に起こった事故を見てみよう。
（例）「逆装てんによる液漏れ」「電池の発火」

○液漏れや発熱、破裂を防ぐためには、どうした
らよいか考えよう。
・+ －を逆に装てんしないように気をつける。
・新しい電池と古い電池を混ぜて使わない。
・種類の違う電池を一緒に使わない。

○乾電池の種類と特色について説明する。

・マンガン乾電池：弱い電流を連続して必要とする
機器向き
・アルカリ乾電池：大きな電流が必要な機器向き

※副読本p.4
※Mission2のCheckはp.2～3のCheckを示してい
る。
○電池の事故についての図や画像を見る。

○身近な携帯電話のバッテリー事故についても
説明する。
○副読本p.4「事故を防ぐためには？」を使いなが
ら説明する。
○課題①②を行わせる。
○電池の実物があるとよい。

○電池の種類・使われている製品・特色を簡単に
説明する。

ま
と
め

○次時は、家庭のコンセントを使う電気製品につ
いて学習するので、副読本p.2～3を参考に自分
の家の危険な箇所を探してこよう。

○副読本を用いながら具体的な観察の視点を与
える。
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（2） 「電気製品の安全な利用」（3時間取扱い）

1/3時間：Mission1～.Mission2 （Check①） （副読本p.2～4）



＜学習内容＞

①過熱、発熱による事故（断線・半断線・過電流）について実験を通して考える。
②漏電・感電事故、電気製品による可燃物の過熱・発火事故について知る。

＜評価規準＞
家庭用コンセントを利用している電気製品には、断線・半断線・過電流・漏電・感電による事故や、可燃物
の過熱・発火事故が起こる危険性を知り、安全に注意して電気製品を扱おうとする態度を養うことができる。

＜授業展開＞

過程 学習活動（主な発問と予想される生徒の反応） 指導上の留意点・副読本のページ

導
入

○自分の家の危険な箇所・危険だったことなどを
交流する。
・たこ足配線のし過ぎ。
・ヘアドライヤーのコードは毎日巻いている。

○p.5の課題①で補足する。

※副読本p.6

展
開

◎過電流による発熱の様子を観察する「実験」
（Check④）
・細いイヤホンコードの方から煙が出てきた。
・コード全体が熱くなっている。

○電気製品やコードに記述してある許容電流・定
格電力について知ろう。（p.6課題①・②）

◎イヤホンコードと通常のコードを比較する「観
察」（Check②）
・芯線の数から、半断線につなげる→少ない本数
だけが繋がっているので熱をもつ。

・断線させたコードを無理に接触させれば通電す
る。→断線について考える。

○コードの断線による事故について事例を見なが
ら考える。（Check②）
・コードを曲げたり踏んだりすると危険だ。

※副読本p.9「WORK2」
（許容電流・消費電力の言葉に注意）

※副読本p.5

・過電流と断線・半断線を混同しないように注意
する。

ま
と
め

○漏電・感電事故について図を用いながら説明
する。（Check③）

○電気製品による可燃物の過熱・発火事故につ
いて説明する。（Check⑤）

○家でたこ足配線している電気製品の消費電力
を調べてこよう。

○事故事例が変わるので注意する。
※副読本p.7
※副読本p.7課題①で補足する。

○アース線や電気製品の設置場所についても調
べられるとよい。
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電源プラグ＝コード＝テーブルタップ
・コードの片方の一部をイヤホンコードにして
おく。
・負荷は消費電力の高いヘアドライヤーや電
気コンロを準備する。
・徐々に電力を上げていく。
・火や感電など安全に留意する。

実験器具

○被覆を剥いた2種類のコード

○プラグと白熱電球を接続させたコードの
1ヶ所を断線させておく。
（教師実験。感電に注意する。）

観察器具

2/3時間：Mission2 （Check②）～ （Check⑤） （副読本p.2～4）



＜学習内容＞

①経年劣化（製品の長年の使用に伴う事故）と、製品の誤作動について知る。
②製品の安全を図るための取り組み（表示、マーク、法律、制度）について知る。

＜評価規準＞
製品事故の事例としての経年劣化や、製品の誤作動について考え、製品の安全を図るための取り組みを
理解すると共に、トラブルの相談方法や情報収集の仕方を知ることができる。

＜授業展開＞

過程 学習活動（主な発問と予想される生徒の反応） 指導上の留意点・副読本のページ

導
入

○家でたこ足配線している電気製品の消費電力
はどうでしたか。

○これまでに学んで来たこと以外に、ミスではな
いのに危険な目にあうことがある｡例えば､経年劣
化や誤動作がある。

○｢けいねんれっか｣とはどんな字を書くのだろう。

○経年劣化事故について説明する。（Check⑥）

※副読本p.8

・自分達のミスではなくても､危険な場合があるこ
とを知らせる。
・経年劣化を意識づける。
・具体物を準備し､製造年･使用年数を確認する。

・事例を説明しながら､異常を感じたらすぐ使用を
中止するよう説明する。
・｢！注意｣で補足する。

展
開

○技術室にある製品の製造年月日を見てみよう。
・随分前から私たちの役に立ってくれている。
・長年使うと､少しは悪い部分が出てくる。

○製品の誤作動について説明する。 （Check⑦）
・誤作動の可能性を考え使わなければならない。

○製品のマーク･表示のクイズを行おう。
（課題①～④を行い､説明する｡）
・マークの意味は絵から想像できる。
・PS （Product Safety）は､どんな意味だろう。
・マークに気を付けて製品を使いたい。

・誤作動の原因を簡単に説明する。

※副読本p.10

・実際の製品のパンフレットを見せ､どこに書いて
あるか確認する。

・マークや表示のデザインの意味を説明し理解
を助ける。

ま
と
め

○製品安全を図るための法律・制度を知ろう。
・PL法って何だろう。
・消費者の為の法律や制度がたくさんある。

○家で長年使った物の製造年を見てみよう。

◎製品安全全般に対するまとめ
・安全に留意して電気製品を使おう。

・製品事故に関するトラブルを相談できるところが
ある。

※副読本p.11

・消費者（自分達）を守る為の法律や制度である
ことを押さえる。

・｢物を大切にする｣とともに、「物には寿命があり､
長年使用する際にはメンテナンスが重要であ
る｣ことを知らせる。
・副読本の裏表紙を紹介する。
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3/3時間：Mission2 （Check⑥）～ Mission4 （副読本p.8～11）



＜学習内容＞

①様々な事故事例を学ぶことを通して、電気製品の安全な利用方法について知る。
②電気製品を製作する時に意識しなければならない安全面について知る。
③電気製品の安全に関わる取り組み(表示､マーク､法律､制度)について知る。

＜評価規準＞
電気製品の安全な利用方法や､製作時の安全面での留意事項､安全に関わる取り組みについて知ること
を通して、これからの生活の中で安全に留意して生活していこうとする態度を養うことができる。

＜授業展開＞

過程 学習活動（主な発問と予想される生徒の反応） 指導上の留意点・副読本のページ

導
入

○Mission1：君は危険を予想できるかな?

・課題を行う（副読本の図を見ながら､どこが危険
か考えてみよう｡)
※Mission1と2のCheckは同じ物を示している。

○Mission2：事故事例から学ぶ
・副読本の事例を使いながら説明する。

・Checkポイント以外でも危険な場所があることを
知らせる。

・図と絡めながら､具体的な事故事例について説
明していく。

・ 1つ1つの事故について指導の手引きを見なが
ら補足を加える。

展
開

【Check①電池に関する事故】

【Check②コードの断線による事故】

【Check③ろう電･感電による事故】

【Check④過電流による事故】

【Check⑤電気製品よる可燃物の過熱･発火事故】

【Check⑥製品の経年劣化事故】

【Check⑦製品の誤作動による事故】
･ Check④と絡めながら､Mission3のW0RK2を行う。
･ Check項目以外で危険な箇所はないだろうか。

・断線したコードや､過電流になる程たこ足配線に
した具体物があると理解が深まる。

・危険な経験をしたことがある生徒の話を聞きな
がら進める。

・ Check⑥では､製品に対する愛情をもつと共に、
製品には寿命があることを知らせる。

･Mission3のWORK1は製作時をイメージし説明す
る。

ま
と
め

○Mission4：製品のマークや安全を図るための法
律･制度などについて知らせる。
・課題②～④の製品のマーク･表示クイズを行う。
・自分達を守る為の法律や制度なのだ。

○自分の家の危険な箇所を探して､改善させよう。

・記号やマークは実際の製品のパンフレットを見
せ、確認する。

・消費者の為の法律や制度であることを理解させ
る。

・安全に留意して生活していこうとする態度を養う。
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（3） 「電気製品の安全な利用」（1時間取扱い） （副読本p.2～11)
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